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令和８年第３回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和８年３月１９日(木) 午前８時３０分から午前９時２０分まで 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（ ９人） 

１０番 善岡 浩樹（会 長）  ７番 松田  力（会長代理） 

１番 永井  稔   ２番 高田 秋光   ３番 山外 明人 

４番 植松 春雄   ５番 川島 史伸   ６番 澤田 正人 

８番 川瀨  崇   ９番 藤崎 正雄  

 

４．欠席委員（  １人）   

   ６番 澤田 正人 

 

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   永井  稔  髙田 秋光 

第 ２ 会議書記の指名      東海林局長、滝上推進員、阿部主事 

第 ３ 農政報告                参 与 井口課長 

第 ４ 会務報告                事務局 東海林局長 

第 ５ 議事参与の制限について 

第 ６ 報告第５号 農用地利用集積計画の変更について 

第 ７ 議案第５号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

第 ８ 議案第６号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

第 ９  議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用 

集積等促進計画案の承認について 

第１０ 議案第８号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

  第１１ 議案第９号 令和８年度農業委員会における最適化活動の目標設定等(案) 

について 

 

６．農業委員会事務局職員 

    東海林孝行事務局長・滝上和昭農地推進員・阿部久仁光主事 

 

７．参与   

    井口純一産業課長 
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事務局長(東海

林)  

 

 

 

 

会 長（善岡） 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（井口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

みなさんお疲れ様です。 

本日９名全委員が出席しており定足数に達しておりますので、 

只今から令和８年 第３回農業委員会総会を開催いたします。 

それでは、善岡会長よりご挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 

おはようございます。今日は私の都合で時間の変更となり申し訳ありま

せん。春作業も順調に進んでおりますが、事故のないよう順調に進めてい

ただけたらと思います。 

 

 

 これより令和８年 第３回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第１ 会議録 署名委員の選出について 

 １番永井委員・２番髙田委員にお願い致します。 

 

 

日程第２ 会議書記の指名について 

会議書記には、東海林事務局長 滝上農地推進員 阿部主事 を配置 

いたします。 

 

 

日程第３ 農政報告  井口産業課長お願いします。 

 

 

 おはようございます。冒頭会長からの挨拶でもありましたが、春作業も

順調に進んでいると言うことで、引き続き順調に進むことご祈念いたしま

す。産業課からは一点、急遽ではありますが、明日農業研究セミナーを開

催する運びとなりました。防災無線で今朝からしゅうちさせていただく予

定です。講師の方は、水耕栽培とかそういった先進技術について取り組ま

れていらっしゃいます。先般副町長と農協地区代が視察に行った、本州の

会社の方ですがたまたま北海道にいらしておりこの機会にお話しいただ

けることになり開催の運びとなりました。春作業ご多用の時期ではありま

すが、ご都合つく方はぜひご参加いただけたらと思います。よろしくお願

いします。産業課からは以上です。 

 

 

日程第４ 農業委員会会務報告をお願いします。 

 

 

 



3 

 

事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

 

 

会務報告 4ページをお開き下さい。 

【4ページ朗読】 

 

 

 日程第５ 議事参与の制限について 

 議事参与の制限が、議案第７号で山外委員にかかります。 

  

それではこれより、報告１件、議案５件の審議に入ります。 

 

 

日程第６ 報告第５号 農用地利用集積計画の変更について、事務局よ

り説明願います。 

  

 

５頁をお開き下さい。 

報告第５号 農用地利用集積計画の変更について 

 

別紙の農用地類用集積計画について、双方協議の結果変更したので報告

する。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

６ページをご覧下さい。 

 

令和３年１月２６日公告の農用地利用集積計画（令和３年公告 第１

号）変更協議書について、北海道農業公社と○○○○さんとの賃貸借によ

る計画を承認しておりますが、その後一部土地の貸付先が変更されたため

変更となっております。 

なお、資料 １ページに該当地番の航空写真を記載しておりますのでご

確認下さい。 

 

 以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑無し】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、日程第７ 議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申

請について、事務局より説明願います。 

 

 

７ページをお開き下さい。 

 

議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

 

農地法第３条第１項の規定による、農地の権利設定の許可申請があった

ので、別紙の者について議決を求める。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

８－１から８－３までありますが、一括して説明いたします。 

８ページをご覧下さい。 

 

 番号８－１ 

譲渡人の住所・氏名  美葉牛  ○○ ○○さん 

譲受人の住所・氏名   和   ○○○○○さん 

 

譲渡人の申請理由は、貸付地の変更     。 

譲受人の申請理由は､借入地の変更です。賃貸借であり、今回対象とす

る地番及び面積は記載の田１筆 美葉牛 68-2のうち 5,039㎡。資料１ペ

ージに該当箇所の航空写真を添付しておりますのでご参照下さい。 

 

 ９ページをお開き下さい。 

 番号８－２ 

譲渡人の住所・氏名   碧水  ○○ ○○さん 

譲受人の住所・氏名   和   ○○  ○さん 

 

譲渡人の申請理由は、離農。     。 

譲受人の申請理由は､経営規模の拡大です。使用貸借であり、今回対象

とする地番及び面積は記載の田２筆 面積が 5,155.86 ㎡。資料２ページ

に該当箇所の航空写真を添付しておりますのでご参照下さい。 

 

 １０ページをご覧下さい。 

番号８－３ 

譲渡人の住所・氏名   碧水  ○○ ○○さん 

譲受人の住所・氏名   和   ○○ ○○さん 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

譲渡人の申請理由は、離農。     。 

譲受人の申請理由は､経営規模の拡大です。使用貸借であり、今回対象

とする地番及び面積は記載の田２筆 面積が7,755㎡。資料２ページに該

当箇所の航空写真を添付しておりますのでご参照下さい。 

 

以上で報告を終わります。 

 

 

  ご質問等ありますか？ 

 

 

 【質疑無し】 

 

 

それでは採決いたします。 

番号８－１承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号８－１について承認いたします。 

次に、番号８－２について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号８－２について承認いたします。 

次に、番号８－３について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号８－３について承認いたします。 

次に日程第８ 議案第６号 農地法第１８条第６項の規定による 

合意解約について、事務局より説明願います 

 

 

１１ページをお開き下さい。 

議案第６号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

農地法第１８条第６項の規定により、合意解約のあった、別紙の件に 

ついて議決を求める。 

 

令和８年３月１９日提出 

８－８、８－９、２件ありますが一括して説明いたします。 

 

１２ページをご覧下さい。 

 番号 ８－８ 合意解約  

 貸 主  美葉牛  ○○ ○○ 

借 主  農事組合法人○○○○ 

土地の所在は美葉牛68番地2のうち5,039㎡ 田が１筆です。 

資料 ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

（議案第５号 ３条の関係） 

 

１３ページをお開き下さい。 

 番号 ８－９ 合意解約  

 貸 主  美葉牛  ○○ ○○ 

借 主   和   ○○○○○ 

土地の所在は美葉牛69番地2のうち3,000㎡ 田が１筆です。 

資料 ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

 以上で説明を終わります。 

 

 

このことについて、ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑なし】 

 

 

それでは採決いたします。 

番号８－８について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号８－８について承認いたします。 

次に番号８－９について承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

全員挙手ですので、番号８－９について承認といたします。 

 次に、議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用

地利用集積等促進計画案の承認について、まず、８－３５について、事務

局より説明願います。 

 

１４ページをお開き下さい。 

議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第

101号）に基づく農用地利用集積等促進計画案の承認について 

 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第101号）によ

り、北竜町から意見を求められた別紙の農用地利用集積等促進計画案に

ついて議決を求める。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

１５ページをご覧下さい。 

番号８－３５ 

利用権の設定を受ける者  株式会社 ○○○ 

利用権の設定をする者   公益財団法人 北海道農業公社   

 

管理権の種類内容は賃貸借の一時貸付です。始期及び終期、貸付料並び

に支払い方法は記載のとおりです。 

土地の所在は、碧水２２番地２外１５筆  

田が１５筆、畑が１筆で、面積は 64,564.16㎡となっております。 

航空写真は､資料 ページとなりますのでご参照願います。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

８－３５について採決いたします。 

番号８－３５について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 全員挙手ですので、番号８－３５については承認といたします。 

  

 

 ここで、番号８－３６について○○委員に議事参与の制限がかかりま

す。 

それでは、８－３６について事務局より説明願います。 

 

 

１６ページをご覧下さい。 

番号８－３６ 

農地中間管理権の設定を受ける者  公益財団法人北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者   ○○○○○   

 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです。 

土地の所在は、碧水１９１番地１外１５筆  

畑が１６筆で、面積は 191,539㎡となっております。 

航空写真は､資料  ページとなっておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

８－３６について採決いたします。承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

 全員挙手ですので、番号８－３６ついては承認といたします。 

 ここで、○○委員の議事参与の制限を解きます。 

 次に８－３７、８－３８、８－３９、８－４０、８－４１について事

務局より説明願います。 

 

 

 １７頁をお開き下さい。 

番号８－３７ 
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農地中間管理権の設定を受ける者 公益財団法人 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  碧水  ○○ ○○さん 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです。 

土地の所在は、碧水７６番地２外２筆  

田が３筆で、面積は 24,091.00㎡となっております。 

航空写真は､資料    ページをご参照下さい。 

 

続いて１８頁をお開き下さい。 

番号８－３８ 

農地中間管理権の設定を受ける者 公益財団法人 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  碧水  ○○ ○○さん 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです、 

土地の所在は、碧水６５番地２外２筆 

田が３筆で、面積は  16,074㎡となっております。 

航空写真は、資料  ページとなります。 

 

続いて１９頁をお開き下さい。 

番号８－３９ 

農地中間管理権の設定を受ける者 公益財団法人 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  沼田町 ○○ ○○さん 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです、 

土地の所在は、美葉牛１７５番地１外５筆 

畑が６筆で、面積は  59,434㎡となっております。 

航空写真は、資料  ページとなります。 

 

引き続き２０頁をお開き下さい。 

番号８－４０ 

農地中間管理権の設定を受ける者 公益財団法人 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  美葉牛  ○○ ○○ さん 

管理権の種類内容は賃貸借です。始期及び終期、貸付料並びに支払い方

法は記載のとおりです、 

土地の所在は、美葉牛６９番地２のうち 3,000㎡  

田が １筆です。 

航空写真は、資料  ページとなります。 

 

引き続き２１頁をお開き下さい。 

番号８－４１ 

農地中間管理権の設定を受ける者 公益財団法人 北海道農業公社 

農地中間管理権の設定をする者  岩村  ○○  ○ さん 

管理権の種類内容は賃貸借です。始期及び終期、貸付料並びに支払い方

法は記載のとおりです、 

土地の所在は、岩村８番地６ 外２筆 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田が ３筆で、面積は 32,830㎡となっております。 

航空写真は、資料  ページとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

８－３７、８－３８、８－３９、８－４０、８－４１ 一括して採決い

たします。 

番号８－３７、８－３８、８－３９、８－４０、８－４１ について､承

認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

 全員挙手ですので、番号８－３７並びに８－３８、８－３９、８－ 

４０、８－４１については承認といたします。 

次に８－４２、８－４３、８－４４、８－４５、８－４６、８－４７に

ついて事務局より説明願います。 

 

 

２２頁をお開き下さい。 

番号８－４２ 

権利の設定を受ける者  株式会社 ○○○○ 

権利を設定する者    公益財団法人 北海道農業公社 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです。 

土地の所在は、碧水１９１番地１ 外１５筆 

畑が１６筆で、面積は 191,539㎡となっております。 

航空写真は､資料  頁をご参照下さい。 

 

引き続き２３頁をお開き下さい。 

番号８－４３ 

権利の設定を受ける者  碧水 ○○ ○○ 

権利を設定する者    公益財団法人 北海道農業公社 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです、 

土地の所在は、美葉牛４番地１ 外２筆 

田が３筆で、面積は 24,091㎡となっております。 
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航空写真は、資料  ページとなります。 

 

引き続き２４頁をお開き下さい。 

番号８－４４ 

権利の設定を受ける者  碧水  ○○  ○さん 

権利を設定する者    公益財団法人 北海道農業公社 

管理権の種類内容は使用貸借です。始期及び終期は記載のとおりです、 

土地の所在は、碧水６７番地３ 外２筆。 

田が３筆で、面積は 16,074㎡となっております。 

航空写真は、資料  ページとなります。 

 

引き続き２５頁をお開き下さい。 

番号８－４５ 

権利の設定を受ける者  沼田町  ○○ ○○さん 

権利を設定する者    公益財団法人 北海道農業公社 

管理権の種類内容は賃貸借です。始期及び終期は記載のとおりです、 

土地の所在は、美葉牛１７５番地１ 外５筆 

畑が６筆で、面積は 59,434㎡となっております。 

航空写真は、資料  ページとなります。 

 

引き続き２６頁をお開き下さい。 

番号８－４６ 

権利の設定を受ける者  農事組合法人 ○○○○ 

権利を設定する者    公益財団法人 北海道農業公社 

管理権の種類内容は賃貸借です。始期及び終期、貸付料並びに支払い方

法は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛６９番地２のうち 3,000㎡。 

田が１筆です。 

航空写真は､資料  頁をご参照下さい。 

 

引き続き２７頁をお開き下さい。 

番号８－４７ 

権利の設定を受ける者  碧水  ○○ ○○さん 

権利を設定する者    公益財団法人 北海道農業公社 

管理権の種類内容は賃貸借です。始期及び終期、貸付料並びに支払い方

法は記載のとおりです。 

土地の所在は、岩村８番地６外２筆。 

田が３筆で、面積は32,830㎡となっております。 

航空写真は､資料  頁をご参照下さい。 

 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

８－４２、８－４３、８－４４、８－４５、８－４６、８－４７ 一括

して採決いたします。 

番号８－４２、８－４３、８－４４、８－４５、８－４６、８－４７に

ついて､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号８－４２並びに８－４３、８－４４、８－４５、

８－４６、８－４７については承認といたします。 

 以上で、議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農

用地利用集積等促進計画案の承認については全て承認といたします。 

 次に、議案第８号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て、事務局より説明願います。 

 

 

 ２７ページをお開き下さい。 

 議案第８号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 

 農地法第４条第１項の規定による、許可申請があったので審議を求め

る。 

  

 令和８年３月１９日提出 

 

 

 ２８ページをお開き下さい。 

申請番号８－１ 

申請者住所氏名  板谷 株式会社○○○○ 

申請の農地は、板谷５１番地２  

公簿現況共に「畑」であり、面積は697㎡。本目的は、籾乾燥調整施設

及び農機具保管場所の確保であり、効率的利用を勘案し建設地を確定さ

せた結果、圃場に農機具保管場所及び施設の一部が入り込むこととな

り、今回申請するものであります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料  ページに該当地の航空写真、  ～  ページに地籍図面、   

ページに農業委員会としての意見書案を添付しています。こちらに記載

しておりますが、農地転用の許可基準を勘案し、農業委員会として問題

ないものと判断し今回議案としてお計らいいただくものでございます。 

説明は以上です。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

議案第８号、番号８－１について承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、議案第８号 農地法第４条第1項の規定による許可

申請については、承認といたします。 

次に、議案第９号 令和８年度 農業委員会における最適化活動の目標

設定等（案）について、事務局より説明願います。 

 

 

 議案第９号 令和８年度農業委員会における最適化活動の目標設定等

（案）について 

 

 農業委員会における最適化活動の推進等についてに基づき、令和８年度

農業委員会における最適化活動の目標設定等（案）について別冊の通り提

出する。 

 

 

 令和８年３月１９日提出 

 

別冊資料をご覧下さい。 

別冊のとおり、令和８年度における最適化活動の目標設定等を定める 

ことと致しました。 

内容としましては、１ページ目農業委員会の状況ですが、直近農林業 

センサス等の数値を記載しております。 

２ページからは、最適化活動の目標としまして記載をしておりますが、
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

活動計画を、数値で目標化しております。 

３ページ目の最後にあります、新規参入相談会への参加目標は、昨年を

参考に計画しております。 

この後のスケジュールとしましては、本総会にて目標決定後、北海道 

農業会議に通知・確認を受け、４月中 HP 等で公表をすることとなって

おります。 

以上で説明を終わります。 

 

 

このことについて、質疑等ございますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

採決いたします。承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

  

 

日程第８ 議案第９号 令和８年度 農業委員会における最適化活動の

目標設定等（案）については承認と致します。 

 

以上で、本日総会の報告審議案件は全て終了いたしました。 

これで第３回農業委員会総会を終了いたします。 
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議  長                           

 

 

１番委員                           

 

 

２番委員                           


